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「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」 

策定に関する意識調査結果報告書 

＜概要版＞ 
 

 

京田辺市では、一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、誰もがいきいきと自分らしく生きることので

きる共生社会の実現を目指して「第２次京田辺市人権教育・啓発推進計画」を平成２８年に策定（令

和３年に改訂）し、人権に関する様々な施策を推進してきました。 

本調査は、「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」を策定するにあたり、市民の皆様の人権につ

いての意識や理解の現状を把握し、計画策定の基礎資料とするために実施しました。 

 

 

項目 内容 

調査対象者 市内在住の１８歳以上の方（無作為抽出） 

調査期間 令和７年１月２８日（火）～令和７年２月１８日（火） 

調査方法 郵送配布・郵送回収またはＷＥＢ回答による本人回答方式 

配布数 ３，０００件 

有効回収数 ８２５件（うち郵送回収：５４７件、ＷＥＢ回収：２７８件） 

有効回収率 ２７．５％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査概要 

回答者の性別 

回答者の年齢 回答者の職業・雇用形態 

1.8 

5.1 

3.9 

5.8 

10.2 

7.3 

9.3 

11.5 

10.4 

9.1 

7.6 

8.2 

8.4 

1.3 

0% 5% 10% 15%

18・19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上

不明・無回答

全体（n=825）

29.7 

8.2 

5.3 

20.1 

1.7 

0.0 

13.5 

5.1 

13.3 

1.7 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40%

正社員（会社員）

正職員（公務員、団体職員等）

自営業・自由業

パート・アルバイト・契約社員

嘱託・派遣社員

家庭内の賃仕事（内職）

専業主婦・主夫

学生

無職・年金生活者

その他

不明・無回答

全体（n=825）

39.5 57.2 

2.1 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=825）

男性 女性 （自由記載） 不明・無回答
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〔①京田辺市民一人ひとりの人権意識は高くなっている〕についてみると、「どちらともいえない」が２

９．０％と最も高く、次いで「どちらかといえばそう思う」が２８．５％、「わからない」が２４．４％と

なっています。しかし、『思う（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）』が３５.２％を占め、

『思わない（「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」の合計）』の８．２％を上回っているこ

とから、人権意識が高い傾向にあるまちであると言えます。 

〔②京田辺市は、人権が尊重された豊かな社会になっている〕についてみると、①と同じく「どちらとも

いえない」が３２．５％と最も高く、次いで「どちらかといえばそう思う」が２８．６％、「わからない」

が２１．１％となっています。また、『思う』も３３.４％を占め、『思わない』の９．１％を上回っており、

人権が尊重された豊かな社会と感じる人の割合が高い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔①障害者差別解消法〕〔②ヘイトスピーチ解消法〕〔③部落差別解消法〕では、『知っている（「内容をよ

く知っている」と「内容を少し知っている」の合計）』が２０％台で、一番高い〔④ＬＧＢＴ理解増進法〕

でも約３２％となっている一方、〔⑤情報流通プラットフォーム対処法〕では約１０％となっています。 

  

①人権に関する考え方や認識について 

②人権に関する法律について 

4.5 

3.9 

5.1 

5.1 

1.3 

17.3 

21.7 

22.9 

26.8 

9.0 

25.8 

33.2 

31.6 

33.7 

13.8 

48.8 

37.8 

37.0 

31.3 

72.6 

3.5 

3.4 

3.4 

3.2 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①障害者差別解消法

②ヘイトスピーチ解消法

③部落差別解消法

④ＬＧＢＴ理解増進法

⑤情報流通プラット

フォーム対処法

全体（n=825）

内容をよく知っている 内容を少し知っている

名称は知っている 知らない

不明・無回答

6.7 

4.8 

28.5 

28.6 

29.0 

32.5 

4.2 

4.5 

4.0 

4.6 

24.4 

21.1 

3.3 

3.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①京田辺市民一人ひとりの

人権意識は高くなっている

②京田辺市は、人権が

尊重された豊かな社会に

なっている

全体（n=825）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない

不明・無回答

人権を取り巻く社会の状況（１０年前と比べた時に思うこと） 

人権に関する法律の認知度 

人権三法やＬＧＢＴ等の性的少数者の人権に関する法律の認知度がある程度みられる一方、イ 

ンターネット上での人権侵害に対応するための法律については引き続き周知啓発が必要です。 
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【障がいのある人への「合理的配慮」に対する認知度】     

 

 

全体の約３人に１人が、障がいのある人への「合理的配慮」という言葉について知っていると回答してい

ます（３６．２％）。 

若い世代では知っている人が多い一方、年齢が高くなるにつれて知らない人が多くなる傾向がみられます。 

 

【障がいのある人の人権を守るために、特に必要なこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「就労の場や機会を充実する」（５１．２％）が最も多く、次いで「社会参加しやすくなるような環境づ

くりを推進する」（４６．５％）が多くなっています。 

 

  

知っている 知らない 不明・無回答

％ ％ ％

825 36.2 58.9 4.8

18・19歳 15 66.7 33.3 0.0

20～29歳 74 51.4 48.6 0.0

30～39歳 132 43.2 53.8 3.0

40～49歳 137 43.1 53.3 3.6

50～59歳 181 33.7 63.0 3.3

60～69歳 138 31.2 63.0 5.8

70歳以上 137 21.9 66.4 11.7

全体

年齢
10歳階級

n

障がいのある人の人権について 

51.2 

46.5 

41.9 

40.0 

22.8 

30.5 

1.3 

1.5 

2.3 

0% 20% 40% 60%

就労の場や機会を充実する

社会参加しやすくなるような環境づくりを

推進する

障がいを理由とした不利益な扱いの防止や

合理的配慮についての教育や啓発を推進する

障がいのある人やその家族等を対象とする

相談や支援体制を充実する

障がいのある人の人権を守るための教育や

啓発を推進する

障がいのある人もない人も互いに交流できる

機会を積極的に設ける

特にない

その他

不明・無回答

全体（n=825）

障がいのある人が経済的にも自立しながら、社会の中で役割をもって 

暮らすことのできる機会や環境づくりが求められています。 
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【ヘイトスピーチに対する認知度】 

 

 

全体の７０．５％が「ヘイトスピーチ」の存在を知っていると回答しています。 

１０歳代は知らない人が多い一方、年齢が高くなるにつれて知っている人が多くなる傾向にあります。 

 

【ヘイトスピーチを見聞きした体験】 

（機会）     （感想） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘイトスピーチを「テレビ・ラジオや新聞などの報道で見たり聞いたりしたことがある」人が最も多くな

っています（７８．５％）。見聞きした感想では「特定の人々を排除するのは、許せないと思った」が最も

多くなっています（５０．０％）。 

 

  

知っている 知らない 不明・無回答

％ ％ ％

825 70.5 28.0 1.5

18・19歳 15 46.7 53.3 0.0

20～29歳 74 68.9 31.1 0.0

30～39歳 132 64.4 34.8 0.8

40～49歳 137 70.8 27.0 2.2

50～59歳 181 72.4 26.5 1.1

60～69歳 138 75.4 23.9 0.7

70歳以上 137 71.5 25.5 2.9

全体

年齢
10歳階級

n

ヘイトスピーチについて 

14.1 

42.8 

78.5 

11.9 

6.7 

1.5 

4.0 

1.4 

0.9 

0.2 

0% 50% 100%

直接見たり聞いたりしたことがある

デモ等の様子をインターネットなどで

見たことがある

テレビ・ラジオや新聞などの報道で

見たり聞いたりしたことがある

啓発ポスターや啓発冊子等でそのよう

な行為があることを見たことがある

学校の授業で教わった

ヘイトスピーチに関する集会や研修会

で知った

家族、友だち等から聞いたことがある

その他

おぼえていない

不明・無回答

全体（n=582）

50.0 

24.1 

17.2 

6.7 

21.0 

6.9 

8.8 

6.9 

3.3 

0% 20% 40% 60%

特定の人々を排除するのは、許せない

と思った

日本に対する印象が悪くなると思った

ヘイトスピーチされる側にも問題が

あると思った

自分には関係ないと思った

ヘイトスピーチをする側の主張も

一理あると思った

「表現の自由」の範囲内のものだと

思った

その他

特にない

不明・無回答

全体（n=582）

多くの方がヘイトスピーチを否定的にとらえていますが、引き続き異なる文化や 

価値観を有している方々の間での相互理解を促進していく必要があります。 
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【部落差別（同和問題）を知ったきっかけ】 

 

 

全体では「学校の授業で教わった」が最も多くなっています（３９．９％）。 

若い世代では「学校の授業で教わった」が多い一方、５０歳代以上では「家族（祖父母、父母、兄弟等）

から聞いた」が多くなる傾向がみられます。 

【部落差別（同和問題）に対する認識（現在もあるか）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔③結婚について〕の差別があると答えた人は他の項目と比べて多くなっています（３８．１％）。 

その他の項目で差別があると答えた人については、〔①日常の交流や交際〕で１７．８％、〔②就職につい

て〕で１６．５％、〔④引っ越しや住宅の購入等に際して〕で２１．７％、〔⑤インターネットを介した差別

的な情報の拡散〕で２８．２％となっています。 

  

家族（祖父母、
父母、兄弟等）
から聞いた

親戚の人から聞
いた

近所の人から
聞いた

職場の人から
聞いた

友だちから
聞いた

学校の授業で教
わった

テレビ・ラジオ・
新聞・本等で
知った

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 26.7 0.5 1.0 1.8 2.4 39.9 4.1

18・19歳 15 13.3 6.7 0.0 0.0 0.0 53.3 6.7

20～29歳 74 21.6 0.0 0.0 1.4 2.7 47.3 5.4

30～39歳 132 22.7 0.8 1.5 1.5 0.8 40.2 1.5

40～49歳 137 19.0 0.0 0.7 2.9 2.9 56.2 2.9

50～59歳 181 27.6 0.0 0.0 0.6 2.2 49.2 3.3

60～69歳 138 31.9 1.4 0.0 2.2 2.9 34.8 2.9

70歳以上 137 35.0 0.0 3.6 2.2 3.6 12.4 9.5

インターネットで
知った

部落差別（同和
問題）に関する
集会や研修会で
知った

京田辺市の広報
紙や冊子等で
知った

部落差別（同和
問題）について、
知っているが、
きっかけはおぼ
えていない

その他
部落差別（同和
問題）について、
知らない

不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 1.0 2.4 0.2 8.0 1.9 3.9 6.2

18・19歳 15 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 6.7

20～29歳 74 1.4 2.7 0.0 1.4 0.0 13.5 2.7

30～39歳 132 1.5 3.8 0.0 8.3 1.5 9.8 6.1

40～49歳 137 0.7 0.7 0.0 6.6 2.9 2.9 1.5

50～59歳 181 0.6 1.7 0.0 7.7 0.6 0.6 6.1

60～69歳 138 0.0 2.2 0.0 7.2 3.6 0.7 10.1

70歳以上 137 0.7 4.4 1.5 15.3 1.5 1.5 8.8

n

n

年齢
10歳階級

全体

年齢
10歳階級

全体

2.5 

2.9 

6.8 

4.7 

8.8 

15.3 

13.6 

31.3 

17.0 

19.4 

30.8 

24.7 

15.6 

19.8 

15.3 

19.5 

14.4 

8.2 

14.1 

9.3 

28.6 

40.8 

34.8 

41.0 

43.6 

3.3 

3.5 

3.3 

3.5 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①日常の交流や交際

②就職について

③結婚について

④引っ越しや住宅の購入等に

際して

⑤インターネットを介した

差別的な情報の拡散

全体（n=825）

明らかにある どちらかといえばある

ほとんどない ない

わからない 不明・無回答

部落差別（同和問題）について 

これまでの取り組みにより、日常生活においては差別的な認識は少なくなって 

いますが、引き続き、人権教育や啓発を進めていく必要があります。 
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【「ＬＧＢＴ等の性的少数者」の認知度】 

 

 

全体の８４．１％が「ＬＧＢＴ等の性的少数者」について知っています。 

５０歳代以上では、年齢が高くなるにつれて知っている人が少なくなる傾向がみられます。 

 

【ＬＧＢＴ等の性的少数者の人権問題に対する取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「多様な性のあり方について理解を深める教育を幼少期から進めていく」（６４．６％）ことが大切だと

考える人が最も多く、次いで「専門的な相談機関や悩みを相談できるカウンセラーなど、信頼できる相談先

や支援制度を充実させる」（３３．９％）が多くなっています。 

 

  

知っている 知らない 不明・無回答

％ ％ ％

825 84.1 13.0 2.9

18・19歳 15 86.7 6.7 6.7

20～29歳 74 90.5 9.5 0.0

30～39歳 132 88.6 10.6 0.8

40～49歳 137 89.8 8.8 1.5

50～59歳 181 85.6 12.2 2.2

60～69歳 138 81.2 13.8 5.1

70歳以上 137 72.3 22.6 5.1

全体

年齢
10歳階級

n

ＬＧＢＴについて 

64.6 

13.4 

33.9 

24.4 

29.0 

23.2 

12.2 

5.6 

5.9 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80%

多様な性のあり方について理解を深める教育を

幼少期から進めていく

パンフレットやＳＮＳなど、様々な情報媒体を活用して

知識の周知啓発を進める

専門的な相談機関や悩みを相談できるカウンセラーなど、

信頼できる相談先や支援制度を充実させる

市内の学校や企業などに対して、

性的多様性についての周知啓発を進める

ＬＧＢＴ等の性的少数者のカップルなどに対して、結婚に相当

する関係とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受

けやすくする制度(パートナーシップ制度)を制定する

国が同性婚を認める法整備を進める

ＬＧＢＴ等の性的少数者の方が、

社会の中で活躍している事例を共有する

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=694）

教育を通じてＬＧＢＴ等の性的少数者への理解を深めていくことが期待されているほか、 

制度面で、当事者が安心して暮らすことのできる環境の充実も求められています。 
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【現在起きているインターネットによる人権問題の認識】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「他人を誹謗中傷する情報が掲載されること」（８４．８％）が最も多く、次いで「ＳＮＳ（LINE やⅩ

（旧Twitter）など）による交流が犯罪を誘発する場となっていること」（５６．４％）が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ない」（７２．７％）が最も多く、次いで「わからない」（１３．２％）、「ある」（１２．８％）となっ

ています。 

  

③差別や人権侵害などに関する考え方について 

12.8 72.7 13.2 1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=825）

ある ない わからない 不明・無回答

インターネットによる人権侵害について 

人権侵害された経験の有無（過去５年間） 

84.8 

49.3 

56.4 

19.0 

28.5 

45.9 

34.3 

20.6 

19.8 

17.7 

18.2 

1.6 

0.1 

3.6 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

他人を誹謗中傷する情報が掲載されること

他人に差別をしようとする気持ちを起こさせたり、それを助長する

ような情報が掲載されること

ＳＮＳ（LINEやⅩ（旧Twitter）など）による交流が犯罪を

誘発する場となっていること

捜査の対象となっている未成年者の実名や顔写真が掲載されること

ネットポルノが存在していること

プライバシーに関する情報が掲載されること

リベンジポルノ（元交際相手などの性的画像を無断でネット上に

公開する行為）が行われていること

特定の地域が被差別部落（旧同和地区）である、または、あったと

示唆するような情報が掲載されること

障がいのある人に対する差別を助長するような情報が

掲載されること

外国人に対する差別を助長するような情報が掲載されること

ＬＧＢＴ等の性的少数者に対する差別を助長するような情報が

掲載されること

その他

そのような問題は起きていない

わからない

不明・無回答

全体（n=825）

誹謗中傷やＳＮＳによる犯罪誘発、差別につながる情報やプライバシーを侵害する情報の 

掲載など、様々な人権問題につながる可能性が市民に懸念されています。 
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「パワーハラスメント（職場において、地位などの優位性を利用して行ういじめや嫌がらせ）」（５４．

７％）が最も多く、次いで「あらぬ噂や悪口による、名誉・信用などの侵害」（３６．８％）が多くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「何もしないでそのままにした」（４１．５％）が最も多く、次いで「家族や友人など信頼できる人に相

談した」（４０．６％）が多くなっています。 

  

人権侵害された経験の内容 

人権侵害への対応 

36.8 

8.5 

22.6 

12.3 

10.4 

17.0 

13.2 

54.7 

9.4 

4.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60%

あらぬ噂や悪口による、名誉・信用などの侵害

公的機関による不当な扱い

企業・団体による不当な扱い

地域での暴力、脅迫、無理強い、仲間外れ

家庭での暴力や虐待

差別待遇（信条・性別・出身地・社会的地位・

心身の障がいによるものなど）

プライバシーの侵害

パワーハラスメント（職場において、地位などの

優位性を利用して行ういじめや嫌がらせ）

セクシャルハラスメント（性的嫌がらせ）

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=106）

24.5 

40.6 

8.5 

1.9 

10.4 

2.8 

6.6 

41.5 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

相手に対して人権侵害であるとして

注意したり、抗議した

家族や友人など信頼できる人に相談した

公的機関（法務局・府・京田辺市等の

人権相談窓口、警察等）に相談した

ＮＰＯ法人等の民間団体に相談した

職場の相談窓口に相談した

弁護士等に相談した

その他

何もしないでそのままにした

わからない

不明・無回答

全体（n=106）
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認知度が最も高い人権相談窓口は〔③京田辺市が実施する相談〕で５４．４％となっていることから、本

市に相談窓口があることについて、一定の周知が進んでいることがわかります。 

その他の項目で「知っている」の回答割合は、〔①国（法務局や人権擁護委員）〕で４９．８％、〔②京都

府が実施する相談〕で２０．６％、〔④ＮＰＯ法人等の民間団体が実施する相談〕で２８．５％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもの意思を尊重し、反対しない」と答えた人について、〔②外国人〕が他の項目と比べて多くなっ

ています（６２．３％）。その他の項目では半分未満で、〔⑥低所得者など、生活が困難な人〕では「絶対に

結婚は認めない」（１３．６％）が他の項目と比べて多くなっています。 

 

 

 

 

  

28.5 

62.3 

40.1 

43.9 

36.8 

19.5 

42.4 

19.2 

21.1 

18.8 

25.5 

37.6 

1.3 

1.2 

4.7 

3.6 

2.8 

5.2 

2.8 

0.8 

3.9 

3.6 

5.6 

13.6 

23.0 

15.0 

28.4 

28.5 

27.8 

22.9 

1.9 

1.5 

1.8 

1.6 

1.6 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①障がいのある人

②外国人

③被差別部落（旧同和地区）に

住んでいる人

④被差別部落（旧同和地区）の

地域外に住んでいるが、被差別部落

（旧同和地区）出身者である人

⑤ＬＧＢＴ等の性的少数者

⑥低所得者など、生活が困難な人

全体（n=825）

子どもの意思を尊重し、反対はしない 親としては反対だが、子どもの意思を尊重する

家族の者や親戚の反対があれば、結婚は認めない 絶対に結婚は認めない

わからない 不明・無回答

49.8 

20.6 

54.4 

28.5 

47.8 

76.8 

44.1 

69.0 

2.4 

2.5 

1.5 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①国（法務局や人権擁護委員）

②京都府が実施する相談

③京田辺市が実施する相談

④ＮＰＯ法人等の民間団体が

実施する相談

全体（n=825）

知っている 知らない 不明・無回答

子どもの結婚相手の判断条件 

人権相談窓口の認知度 

依然として残る差別行動に対応するために、引き続き人権教育や 

啓発の推進に加え、相談先の周知も進めていく必要があります。 
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〔③被差別部落（旧同和地区）に物件がある〕場合、避ける人が他の項目と比べて多くなっています（４

４．４％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔⑦過去に罪を犯したが、刑を終えて出所した人〕の採用を避ける人が他の項目と比べて多くなっていま

す（３０．２％）。その他の項目では１割未満となっています。  

1.1 

1.2 

1.2 

1.3 

0.2 

1.6 

11.2 

4.8 

4.0 

3.3 

3.4 

0.7 

6.1 

19.0 

24.4 

20.4 

19.4 

16.1 

8.1 

21.0 

38.4 

25.2 

26.5 

22.8 

19.9 

9.8 

22.8 

15.2 

42.5 

45.8 

51.4 

57.1 

79.2 

46.5 

14.7 

1.9 

2.1 

1.9 

2.2 

1.9 

2.1 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①障がいのある人

②外国人

③被差別部落

（旧同和地区）出身者

④ＬＧＢＴ等の性的少数者

⑤女性

⑥高齢者

⑦過去に罪を犯したが、

刑を終えて出所した人

全体（n=825）

避けると思う どちらかといえば避けると思う

どちらともいえない どちらかといえば避けないと思う

避けないと思う 不明・無回答

4.5 

4.5 

20.4 

12.6 

2.9 

15.0 

2.4 

13.5 

12.6 

24.0 

17.8 

4.2 

23.4 

6.1 

27.3 

27.9 

28.7 

28.8 

22.4 

28.0 

13.9 

18.9 

20.7 

10.8 

17.1 

19.8 

13.3 

20.0 

33.8 

32.1 

14.3 

21.3 

48.4 

17.9 

56.0 

2.1 

2.2 

1.8 

2.3 

2.3 

2.3 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①近くに障がい者施設がある

②近くに外国人が住んでいる

③被差別部落（旧同和地区）に

物件がある

④被差別部落（旧同和地区）の地域

外であるが、被差別部落（旧同和地

区）と同じ小学校区に物件がある

⑤近くにＬＧＢＴ等の性的少数者が

住んでいる

⑥近くに低所得者など、生活が

困難な人が多く住んでいる

⑦近くに保育所・幼稚園がある

全体（n=825）

避けると思う どちらかといえば避けると思う

どちらともいえない どちらかといえば避けないと思う

避けないと思う 不明・無回答

住宅購入等時等の判断条件 

採用選考の判断条件 
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「参加したことがない」が最も多くなっています（７４．７％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加したことがある大半の人は、理解・認識が深まったと回答しました（８８．０％）。 

 

 

 

人権問題について理解や認

識を深めるためには、「小・中

学校など学校での人権教育」

（６２．４％）が効果的だと

考える人が最も多く、次いで

「職場や職種・業界団体等に

よる研修会、講演会等」（３０．

９％）が多くなっています。 

 

 

 

  

④人権問題を理解するための取組について 

39.5 48.5 9.5 

1.0 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=200）

深まった どちらかといえば深まった

変わらない わからない

不明・無回答

13.6 4.8 5.8 74.7 1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=825）

１～２回 ３～４回 ５回以上

参加したことがない 不明・無回答

人権研修等への参加経験 

効果的な人権啓発手法 

人権研修等へ参加した結果、理解・認識が深まったか 

22.9 

30.9 

62.4 

16.2 

1.8 

9.5 

1.1 

2.3 

22.3 

21.7 

10.2 

17.5 

4.1 

6.5 

1.8 

5.2 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

市内で行われる研修会、講演会、人権啓発イベント等

職場や職種・業界団体等による研修会、講演会等

小・中学校など学校での人権教育

市の広報紙、冊子

社内報など

新聞の記事・意見広告

雑誌や週刊誌の記事

人権問題に関する書籍

テレビ・ラジオ・映画・ＤＶＤ・ビデオ

インターネット（ＳＮＳ（LINEやⅩ（旧Twitter）など））

動画配信サイト

実態を見たり、当事者の話を聞く

地域の人権課題をテーマにした住民自らの取組

様々な人権問題の解決に取り組むＮＰＯ法人等の活動等

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=825）

多くの方が人権研修等を通じて理解が深まったと感じていることを踏まえ、幼少期からの 

人権教育・啓発を進めていくことが人権尊重社会の実現に向けて求められます。 
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「学校等における人権教育を充実させる」（７４．３％）ことが必要だと思う人が最も多く、次いで「企

業、事業所における人権尊重に向けた取組を支援する」（３６．１％）が多くなっています。 

 

 

 

⑤人権尊重の社会づくりに必要なことについて 

人権が尊重される社会づくりに必要なこと 

「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」 

策定に関する意識調査 

結果報告書 ＜概要版＞ 

 

発行：京田辺市 市民部 人権啓発推進課（人権啓発係） 

TEL：０７７４－６４－１３３６ 

FAX：０７７４－６４－１３０５ 
 

発行年月：令和７年３月 

74.3 

15.9 

18.5 

36.1 

18.2 

21.5 

7.5 

8.1 

21.2 

1.9 

1.1 

4.8 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

学校等における人権教育を充実させる

家庭での人権教育を支援する

公共施設等で行う人権教育・啓発を充実させる

企業、事業所における人権尊重に向けた取組を

支援する

行政が住民の人権意識を高めるための啓発活動を

推進する

行政が人権尊重の視点に立って様々な施策を行う

公務員等人権との関わりの深い職業に従事する人の

人権意識を高める

住民やＮＰＯ等の団体による人権尊重に向けた

取組を支援する

人権侵害を受けた人に対する救済策を充実させる

その他

特にない

わからない

不明・無回答

全体（n=825）

人権尊重のまちづくりが求められるなか、学校や企業をはじめとした、様々な場所・機会において 

人権教育をはじめとした人権尊重の取り組みを進めていくことが求められています。 


